
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 新たなる出発    会長 坂本 誠司 

2022 年 5 月 14 日に 2022 年度総会を無事終了し、新たなスターを切りまし

た。今回総会は例年の会場市民ホールが改装工事中の為、中央公民館会議室に

場所を変えて開催しました。コロナ感染未だ収まらずの状況の中にもかかわら

ず 30 名の会員のご出席を得て、皆様より前向きで貴重なご意見やご提案を頂

き、桐生議長の元、活発で中身のある有意義な総会となりましたことを、この

紙面をお借りして厚く御礼を申し上げます。検討事項としてお預かりしている

案件につきましては早急に理事会にて討議し、速やかに回答させて頂きます。 

一方、美術協会を取り巻く環境は依然厳しい状況にあります。コロナ収束の

先行きがまだまだ不透明で有ることは大きな不安材料ですが、それ以上に大き

な問題は会員の減少傾向が続いていることです。今年の最大の課題は会員の増
強を図り、会活動の活性化、財政の健全化を図ることに有ります。理事会はこ
の課題解決に全力を挙げて取り組んで参ります。会員の皆様のご協力とご支援
を宜しくお願いします。 

最後になりましたが、現在、“第 28 回アートコンテスト「町田市展」”開催
の準備に理事一同鋭意取り組んでおります。会員の皆様のご出品を心よりお待
ちしております。 
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2022 年度総会のご報告 

 冒頭、坂本会⾧から 2021 年度はコロナ禍の厳しい状況の中で市展、市美展の大きなイベン
トを成功裏に実施できたこと会員のご協力に対して感謝の言葉がありました。 
 桐生和正議⾧の議事進行により、各議案が順次説明され、質疑応答を経て採決され、いずれ
も賛成多数で承認されました。第 4 号議案 2022 年度の事業計画については、デッサン講習会
の講師として協力したい、町田市美術協会の英語名を制定し世界に発信できるようにしてはど
うか、木工等手に触れることで良さがわかる作品もあるがコロナ禍でそれができないのが残
念、会員増強の意味でも市展・市美展での年齢や在住地による出展制限をなくすべき等の意見
がありました。また第 6 号議案の「会則・規約改訂（案）」については、永年会員制度は会費
の問題ではなく会員にとって励みであり継続すべき、など率直かつ熱い議論が交わされまし
た。詳細については総会議事録をご覧ください。いただいたご意見については理事会で議論し、
今後の活動に生かしてまいります（p.4 をご参照ください）。 
 
 
 
 
 
 

   
【総会議案書修正】 

第 1 号議案の V. 会議 

 誤）「第 13 回理事会」 正）「臨時理事会」                             

    追加）「第 13 回理事会 2022/4/15 総会議案書、市美協通信発送作業、 

総会準備他」                          

第 4 号議案の III. (3) 日程：                          

     誤)  2022 年  正）2023 年 

 

会則及び規定集の改訂について 

第 4 条：団体会員は、町田市に事務所又は活動拠点を置く美術団体に“10 名以上”所属するもの
とする。（資格の明確化） 
第 8 条-3：会費納入について、当期 12 月末日の未納者は、特別の事由がない限り翌月 1 月末日
をもって、退会処置とする。（翌期に先送りしない） 
規定集 会員の処遇に関する規定 第 4 項 永年会員制度の一部を改訂。 

「永年会員表彰」は 2022 年度までとし、2023 年度は新たに「永年会員表彰」は行わない。た
だし 2022 年度までに永年会員となった会員はそのまま存続とする。 
出席者からの意見：金額よりも永年会員の名誉称号を大事にしたい。 
回答：美術協会の高齢化と財政状況からどこかで線引きをせざるを得ない状況にご理解を。 
以上を含め全 6 項の改訂を採決し承認されました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

2022 年度役員紹介 

2022 年度の体制は以下の通りです。 
常任顧問：野中彌榮（絵画 留任）、古賀邑美（絵画 留任、美術顧問兼務） 
     小川 洸（写真 新任、美術顧問兼務） 
監  事：渡邉 立夫（絵画 留任）、木林 澪子（工芸 新任） 
会  ⾧：坂本 誠司（絵画 留任） 
副 会 ⾧：岡島 節子（工芸 留任）、尾崎 義之（写真 留任） 
理  事・事務局⾧：伊藤 崇之（写真 新任） 
理  事：猪飼 輝子（絵画 留任）、東  惠子（絵画 留任） 
     加茂 初美（絵画 留任）、金子 博一（絵画・写真 留任） 
     中村 武司（絵画 留任）、加畑 省彦（絵画・版画 新任） 

（理事の欠員は随時補充予定） 

■展覧会 
(1) 第 28 回アートコンテスト「町田市展」：詳細は 1 ページ下段をご覧ください。 
(2) 町田市民文化祭 “秋の催し”「絵画・写真展」 
  日 程：2022 年 10 月 12 日（水）～16 日（日） 
  会 場：町田市立国際版画美術館 市民展示室 B（市民ホール改装中のため会場変更） 
(3) 町田市民文化祭 “春の催し” 第 48 回「町田市民美術展」 
  日 程：2023 年 2 月 26 日（土）～3 月 6 日（日） 
  会 場：町田市立国際版画美術館 市民展示室（1F）、企画展示室（2F） 
■研修 
(1) 会員・一般初心者対象 写真・水彩画スケッチ講習会・展示会（町田市フォトサロン共催） 
・講習会 1 回目：9 月 17 日（土）忠生公園、2 回目：11 月 12 日（土）薬師池公園 
 開始：9:30、終了：12:00（写真）、14:00（水彩）、作品は 1 月に町田市フォトサロンに展示 
参加費：各回 1000 円（会員は無料）（2 回の一方または両方参加も可） 

・申込：ハガキに「Ｘ回目の写真・スケッチ講習会参加希望」と記入し以下に送付。 
〒195-0063 町田市野津田町 3272 薬師池公園内 町田市フォトサロン 
詳細は町田市フォトサロンに問合せ（Tel:042-736-8281）。「広報まちだ」等にも掲載予定 

(2)会員向けデッサン講習会 
 実施内容・方法等について検討を開始します。 

2022 年度の主な取り組み 



 

 

 

 

総会での質疑を踏まえて、5月 27 日（金）の第 2回理事会で以下を議論しました。 

（1） 町田市美術協会の英語名について 

市美協通信をはじめ町田市美術協会が発行する各種印刷物に使われているロゴマーク。ここに

は、“Artists Association Machida”と記されています。このロゴマークは創立 30 周年を記念し

てデザインを募集したもので、当時の事務局長だった堅木氏の作品が選ばれたとのことです。理

事会としてはこのような経緯を尊重し、英語名“Artists Association Machida”を、今後ホーム

ページ等で積極的に使用してくことになりました。 

(2) 市展・市美展の参加規制について 

会員増や活動の一層の活性化を図るためにも居住地・活動地域による出品制限、年齢制限、作

品の号数制限は改めるべきではないか、というご意見もいただきました。 

市展では地域による出品制限は昨年度から撤廃しています。年齢制限については、市展が「高

校生以上」、市美展は「18 才以上」となっています。理事会では、小中学生の別枠を設ける案も出

ましたが、会場スペースや運営側の態勢の問題もあり直ちに実施することは困難ではないかとの

意見もあり、コロナ禍の収束後、小中学生対象のイベント企画など裾野を広げる努力をしていく

こと、町田市民美術展の居住地や年齢の制限緩和に向けて市美協から文化協会側に積極的に提案

していくこと、とします。号数制限は今の会場を使用する限りやむを得ないという結論です。 

(3) 永年会員制度 

 いただいたご意見を踏まえ、「会費は一般会員と同じとし制度を継続する」方向で、会員管理方

法などの詳細を今後検討し来年度の総会で提案することになりました。 

(4) 作品に触れること 

 作品に触れることは一般的には避けるべきですが、出品者の意図としてそれをめざすなら許容

されるべき、という結論です。コロナ禍収束後の実現に向け出品規定等の表現を検討します。 

 

 

理事会だより 

会 員 動 静 

１． 入会（敬称略） 

No.495 椎葉 聡子 No.496 井上 真弓 

２．退会（敬称略） 
 No.145 尾作 信子 No.456 筒井 利津子 

No.447 大竹 孝光 No.474 高荒 當子 

３．会員総数 
2022 年 6月 1 日現在 118 名 

４．展覧会 

●第 61 回蒼騎展 

 会期：6月 29 日（水）～7 月 11 日（月） 

 会場：国立新美術館（火曜日休館） 

 出品者：永峯千枝子、川眞田ひめ、東 惠子、 

     丸山紀代子 

●第 47 回萌美展 

 会期：10 月 18 日（火）～23 日（日） 

 会場：町田市立国際版画美術館 市民展示室 

町 田 市 美 術 協 会 

会長  坂本 誠司 

HomePage https://www.machida-shibikyo.com  

事務局 〒194-0054 町田市能ヶ谷 6-6-6 

伊藤方 Tel: 070-3780-5867 

E-mail:machida.shibikyo.jimu@gmail.com 

[編集後記] 会員になって半年、理事会にも参加

させていただき総会にも初参加。先輩諸兄諸姉の

創作活動への情熱と市美協に対する愛情をひしひ

しと感じています。それにしても、市美協の総会は

面白い。まだの方はぜひ参加してください！（い） 

新コーナー「理事会だより」を設けまし

た。重要な議論など理事会のホットな話

題を会員の皆様にお届けします。 

次号 148 号（11/1 発行）に掲載希望の展覧会情

報は9月20日までに事務局にご連絡ください。 


